
２

４

３

ＵＨＦ　２０ＥＬ
ＰＢ（ＷＰ）

Ｒ

Ｒ

ＬＡ

（存置）
５Ｃ

５Ｃ

側付マスト３．０Ｍ

溶融亜鉛メッキ仕上げ

壁面取付金物共

ＥＬＶ制御盤

建築工事

７

ＰＢ □３００×３００
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新築棟 公民館棟 体育館棟 屋外ポンプ室

３３

５

６７

（存置）

（存置）

×２

ＡＣ１００Ｖ

４

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ

１８

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ

２ ３
ＥＶ

１
存置

存置

存置
存置

存置

存置

存置 存置

存置

ＨＤ存置

存置

存
置

存
置

１Ｆ１Ｆ １Ｆ

２Ｆ

収容

名 称号

例

記

凡

摘 要 名 称号記 摘 要

記注

受 信 機

機 器 収 容 箱

発 信 機

終 端 抵 抗

差動式ス ポット型 感知器

定温式ス ポット型 感知器

定温式ス ポット型 感知器

定温式ス ポット型 感知器

差 動 式 分 布 型 感 知 器

機 器 収 容 箱

空 気 管

所検出部 への引下 げ箇

光 電 式 煙 感 知 器

移

消

器

盤

報

火 栓 ポ ン プ 制 御

ケ 線ー ブ ル 配

立 げ上 げ 引 下

ジ

プ ス

ス

ル ボ ッ ク

クッボンョシクンャ

警 線戒 区 域

警 号戒 区 域 番

注記参照

埋込型

Ｐ型１級，リング型表示灯付

１０ＫΩ

２　種

１　種，７５℃

１　種，７５℃，防水型

特　種，６５℃

２　種，露出型，確認灯付

２　種，露出型， ×３ヶ収容

自己支持型

配管にて保護

２　種，非蓄積型

組込

消火栓ポンプ始動用

天井いんぺい

配管配線（既存ケーブル利用）

火災表示用

　　１）Ｐ型１級，壁掛型，窓式，主音響（音声警報）・予備電源内蔵

　　　　　　　　，蓄積式，自動断線警報機能

　　２）操作無効機能付

　　３）カラーユニバーサルデザイン対応

　　５）表示内訳

　　４）履歴リスト（１０００件）

　　　　　　　・火災表示 　８Ｌ

　　　　　　　・予備表示 　２Ｌ

　　　　　　　　　　　　合　　　計 １０Ｌ

※消火栓にリング型表示灯を内蔵する場合、

（正面図） （断面図）

発信機

リング型表示灯

　取付用加工（スタッド加工）は衛生工事とする。

ＨＤ収容機 器 収 容 箱 消火栓内蔵

収容機 器 収 容 箱 消火栓内蔵

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

３．特記なき配管配線は下記参照。

１．受信機仕様は下記とする。

２．非常放送連動とする。

　　※二重天井内はケーブルころがし配線とし、

　　　スラブ・壁に移行する場合は電線管にて保護すること。

　　　但し、防火区画貫通箇所は金属管にて１ｍ突き出し、保護すること。

３．特記なき配管配線は下記参照。

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ（ＰＦ１６）

既設配管配線　再使用

Ｓ

Ｓ 光 電 式 煙 感 知 器 ２　種，非蓄積型点検ＢＯＸ付

火災報知設備（自動火災報知）系統図

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ
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六人部地域公民館・体育館大規模改修工事

火災報知設備（自動火災報知）系統図 －

Ｔ－２

Φ２５

異種管接続材

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＳＵＳ２５）

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

異種管接続材

E-22

61



公民館1階平面図　S:1/100

Ｎ

電気式陶芸窯【新設】

電気自動車放充電器【新設】

ﾎﾟｰﾁ

窯室

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

給湯室

事務室

廊下

更衣室

広縁

玄関

料理教室

学習室

踏込

倉庫１

ホール

洋室 和室

授乳室

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
　便所

SK

PS

男子便所

壁芯
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壁
芯
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A B C D E F

柱
芯

壁
芯

柱
芯
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245
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910 7,960 7,140

200185

6,585
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2,000
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1
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3
0
0

1
5
0

Ｓ

以降体育館平面図参照

３

１

存
置

存置

存
置

存
置

存置

存
置

存置

存置

存置

存置

存置 存置 存置

存置

２． 配線器具には、裏ボックス（ＪＩＳ認定品）を設けること

防火区画貫通部は、ネグロス電工（株）タフロックニジカン壁丸

認定番号ＰＳ０６０ＷＬ－９０６８(同等品以上)にて耐火処理を行うこと

３．

【　特記事項　】

二重天井内及びＯＡフロアー内は、ケーブルコロガシ配線とするが、立上げ･下げ部

図中、特記なき配管配線は下記及び系統図参照のこと。

コンクリート部及び、防火区画貫通処理部は、保護管に入線のこと。

隠蔽部 露出部(屋内) 露出部(屋外)

保護管
記号 配線サイズ

(ＰＦ１６) (Ｅ１９)

(ＰＦ１６) (Ｅ１９)

１．

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ

存置 既設配管配線　再使用

【　火災報知設備（自動火災報知）　】

ＰＢ（ＷＰ）
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改 修 後

火災報知設備（自動火災報知）

以降配置図参照

E-23
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女子便所

 倉庫３

押入１
押入２

床の間

実習室

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ

(ＳＵＳ１９)

(ＳＵＳ１９)



Ｎ

会議室
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公民館2階平面図　S:1/100
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【公民館】改修後 ２階平面図
E-24

Ｓ
ＳＳ

存置 存置

存
置

存
置

存置
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置

存
置

ＥＶ

１

Ｓ

３

２

Ｎ



既設屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

撤去

自転車置場

Ｄ×２

屋外

Ｐ×４

Ｏ×５

撤去機器については撤去機器リスト参照のこと。

この撤去平面図は、解体対象の設備について特に留意すべき所要部分

のみを記載しているものである。図面に記載されていないが、一般的に

建築物・設備に付属している諸設備については撤去を行い、適切に処分

すること。

撤去工事全般

図中、×印は撤去を表す。２．

３．

４．

５．

（　注記　）

図中、記載なき配管配線は下記とする

記号 改修内容

１．

配線ｻｲｽﾞ

解体撤去にあたり申請手続きが必要な場合

本工事に必要な官公署、電力会社等への申請手続きは請負者が行い、

その費用は本工事に含む。

各配線、機器の撤去に際し、停電等施設への影響を伴う場合は、事前に

監督職員及び施設管理者と協議を行うこと。

６．

存置 既設配管配線　再使用 存置

改修内容名称記号

（撤去機器リスト）

撤去Ｏ ガーデンライト

撤去Ｄ ＦＬ４０Ｗ×１ 露出型

撤去

屋外便所 900×1200【撤去】

道
路

境
界

線

隣地境界線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

Ｎ

至
鳥

取
法

4
2
条

1
項

1
号

道
路

(
国

道
9
号

線
)

体育館

駐車場

至
京
都

隣地境界線

隣地境界線

ﾎﾟﾝﾌﾟ庫
倉庫①

グラウンド

公民館

存置

存
置

存置 存置

存置

存置

存置

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

存置

存
置

存
置

存置

存
置

存
置

Ｌ－２

存置

存置

② ③

⑤

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

存置

②

③

改修

改修

Ｌ－１

Ｍ－１

⑤ Ｋ－１ 撤去

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

存置

Ａ

Ａ

Ａ

ＣＶ３８°－３Ｃ （ＨＩＶＥ４２）

Ａ

配線のみ撤去

ＣＶＶ２°－２Ｃ （ＨＩＶＥ１６）

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～Ｌ－１

配線のみ撤去 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～Ｋ－１

Ｐ ＨＩＤ２５０Ｗ×１ポールライト

61

E-25

図　　番

№

枚の内

課　長 担当課長 副　課　長 担　当山 崎 設 計株式会社

A2 594×420

設　計　番　号 設計年度

決
裁
欄

25m2015105015m10505m432101/100 1/300 1/500

Ver.H25.02

工
事
名

図
名

縮
尺令和　　年　　月

一級建築士 大臣登録 第 219288 号　　山崎友也
一級建築士事務所京都府知事登録(01A)第02439号

六人部地域公民館・体育館大規模改修工事

1/400

改 修 前
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配置図（改修前）　Ｓ＝１：４００



Ｉ

３Φ３ω６．６ＫＶ６０Ｈｚ

ＰＡＳ７．２ＫＶ２００Ａ

方向性 ＺＣＴ･ＴＣ･ＬＡ内蔵

過電流ﾛｯｸ機構付

ＣＨ

ＣＨ

ＶＣＴ

ＬＢＳ３Ｐ７．２ＫＶ２００Ａ

６６００／２１０Ｖ

７．２ＫＶ３０Ａ

Ｆ＝３０Ａ

ＰＣ×３

警報盤

ＬＧＲＡＣ１００Ｖ

ＺＣＴ１

ＤＲ

ＳＣ７．０２ＫＶ

ＰＣ×３

７．２ＫＶ３０Ａ

Ｆ＝素通し

Ｍ１

ＰＣ×２

７．２ＫＶ３０Ａ

Ｆ＝３０Ａ

警報盤

ＬＧＲ

６６００／２１０－１０５Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

ＴＢ

Ｌ８Ｌ６

Ｗｈ

I

ＬＧＲ

ＺＣＴ

至ﾙ警報盤

ＥＡ（ＬＡ）

（存置）

ＬＡ８．４ＫＶ

２５００Ａ×３

（存置）

存置

ＨＧＲ

３０ＫＶａｒ

ＴＲ３Φ７５ＫＶＡ

Ｖ ０～３００Ｖ

Ｆ＝３Ａ Ｆ＝３Ａ

Ｖ ０～３００Ｖ

Ａ
０～２００Ａ

Ａ
ＣＴ２００／５Ａ×２ ０～２００Ａ

油入 油入

ＺＣＴ２

ＴＲ１Φ３０ＫＶＡ

ＣＴ３００／５Ａ×２

ＰＦ＝Ｇ３０Ａ

【　注記　】

1.

また、撤去時には既設配管配線及び負荷を十分に調査し撤去再接続を行うこと。

2.

既設屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙは全て撤去のこと。

kg

kg

kg

重量

重量

重量

油入ﾄﾗﾝｽ ３Φ３ω　７５ＫＶＡ

油入ﾄﾗﾝｽ １Φ３ω　３０ＫＶＡ

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ　３０Ｋｖａｒ

１２７．１

３０１．８

８．３

ＥＴ

ＥＡ ＥＤ ＥＢＥＤ(ＥＬＢ)ＥＰ ＥＣ

６０１４ ２２ １４ ５．５ ５．５

（存置）

（撤去）

ﾄﾗﾝｽ・ｺﾝﾃﾞﾝｻの廃油はＰＣＢが含まれていない機器については産業廃棄物(廃油)として適正処理を行うこと。

２，０００

ＧＬ

１０００ １０００

２，０００

２
，

３
０

０

（撤去）既設屋外型ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ盤　参考姿図

【　メ－カ－調査結果　】【　キュ－ビクル機器　】

ﾒｰｶｰ 製造番号 製造年名 称 型 式 容 量

高圧ﾄﾗﾝｽ

高圧ﾄﾗﾝｽ

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ

結果(ｍｇ/ｋｇ) 目標基準(ｍｇ/ｋｇ) ＰＣＢ含有

ＰＣＢ

要調査

要調査

要調査

日立製作所

日立製作所

４６１８４６９ＳＯＵ－ＹＯＣＲ ７５ＫＶＡ １９８４年

ＳＯＵ－ＣＲ ３０ＫＶＡ Ｈ７６８７３５０１ １９８５年

指月電機 ＬＶ－４ ３０Ｋｖａｒ ＶＲ８２５４１ １９８４年
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－

容 量
分岐開閉器 幹線ｹ-ﾌﾞﾙ名 称分岐開閉器

低圧動力盤 低圧電灯盤

回路Ｎｏ
容 量

幹線ｹ-ﾌﾞﾙ

Ｍ２

Ｍ１

Ｍ３

名 称

ＭＣＣＢ

合　計 合　計

Ｌ１

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４

Ｌ５

(ＫＶＡ)(ＫＷ)

〃

〃

〃

3

〃

〃

〃

ＭＣＣＢ

〃

〃

〃

3

〃

〃

〃

５０ ５０

〃 〃

〃

回路Ｎｏ

ＴＲ１Φ３０ＫＶＡＴＲ３Φ７５ＫＶＡ

４００

５０ ５０

５０ ５０

５０ ５０

既設動力負荷

既設動力負荷

既設動力負荷

既設動力負荷

既設電灯負荷

既設電灯負荷

既設電灯負荷

既設電灯負荷

既設電灯負荷

既設電灯負荷

２２５ ２２５

１００ １００

〃

５０ ５０

５０ ５０

５０ ５０

〃既設電灯負荷 〃 ５０ ５０

Ｌ６

Ｌ７

３００

既設屋外型ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ盤受変電設備単線結線図 （撤去）

Ｍ４

Ｍ４

改 修 前

受変電設備　屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ単線結線図･姿図撤去
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撤去機器については撤去機器リスト参照のこと。

この撤去平面図は、解体対象の設備について特に留意すべき所要部分

のみを記載しているものである。図面に記載されていないが、一般的に

建築物・設備に付属している諸設備については撤去を行い、適切に処分

すること。

撤去工事全般

図中、×印は撤去を表す。２．

３．

４．

５．

（　注記　）

図中、記載なき配管配線は下記とする

記号 改修内容

１．

配線ｻｲｽﾞ

解体撤去にあたり申請手続きが必要な場合

本工事に必要な官公署、電力会社等への申請手続きは請負者が行い、

その費用は本工事に含む。

各配線、機器の撤去に際し、停電等施設への影響を伴う場合は、事前に

監督職員及び施設管理者と協議を行うこと。

６．

ＡＣ

４

ＡＣ

５

ＡＣ

２

ＡＣ

２

Ｓ

ＩＶ５．５°×３（Ｅ２５）配線のみ撤去 ＩＶ５．５°×３（Ｅ２５）配線のみ撤去

ＡＣ ＡＣ

３ ３

ＡＣ

１

ＩＶ８°×３（Ｅ２５）配線のみ撤去

ＩＶ１４°×３（Ｅ３１）配線のみ撤去

存置 既設配管配線　再使用 存置

存置

以降配置図参照既設警報盤Ｋ－１

撤去

既設電灯分電盤Ｌ－１

存置

既設動力盤Ｍ－１

存置

３Ｐ６０Ａ（ハイプロ）撤去

Ａ

ＣＶ３８°－３Ｃ （ＨＩＶＥ４２）

ＣＶＶ２°－２Ｃ （ＨＩＶＥ１６）

配線のみ撤去

配線のみ撤去

Ａ
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改 修 前

【公民館】改修前 １階平面図
電灯動力設備（電灯動力幹線･分岐）
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A B C D E F

会議室

倉庫

給湯室廊下

便所

研修室

吹抜

存置

既設電灯分電盤Ｍ－２

ＡＣ ＡＣ

８ ８

既設室内機脱着

（別途機械設備工事）

既設室内機脱着

（別途機械設備工事）

ＡＣ

４

存
置
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1/100
【公民館】改修前 ２階平面図

電灯動力設備（電灯動力幹線･分岐）

改 修 前

ＩＶ８°×３（Ｅ２５）配線のみ撤去
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公民館1階平面図　S:1/100

Ｎ

廊下 男子便所

女子便所洗面所

事務室

料理教室和室和室 実習室

２２

２ ２

２

２ ２Ｅ

２Ｅ２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２Ｅ

存
置

存置

存置

存
置

存
置

存
置

存
置

存置

２

存
置

存置

存
置

２

存置

存置

存置

存
置

存
置

存置

２

存置

存置

既設電灯分電盤Ｌ－１

存置

存
置

２ ２

２

２

２

９

２

８

７

１０

５６

存置

２

１９

ＥＴ

撤去機器については撤去機器リスト参照のこと。

この撤去平面図は、解体対象の設備について特に留意すべき所要部分

のみを記載しているものである。図面に記載されていないが、一般的に

建築物・設備に付属している諸設備については撤去を行い、適切に処分

すること。

撤去工事全般

図中、×印は撤去を表す。２．

３．

４．

５．

（　注記　）

図中、記載なき配管配線は下記とする

記号 改修内容

１．

配線のみ撤去ＩＶ２．０×２ （１９）

存置 既設配管配線　再使用 存置

配線ｻｲｽﾞ

改修内容名称記号

（撤去機器リスト）

撤去

撤去

２

ＥＴ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ ２Ｐ１５Ａ×２

埋込ｺﾝｾﾝﾄ ２Ｐ１５Ａ×１＋ＥＴ

２
ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ ２Ｐ１５Ａ×２ 撤去

解体撤去にあたり申請手続きが必要な場合

本工事に必要な官公署、電力会社等への申請手続きは請負者が行い、

その費用は本工事に含む。

各配線、機器の撤去に際し、停電等施設への影響を伴う場合は、事前に

監督職員及び施設管理者と協議を行うこと。

６．
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1/100
電灯設備（コンセント分岐）

改 修 前

【公民館】改修前 １階平面図

床の間

存置 存置

存置存置
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電灯設備（コンセント分岐）
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ＡＳ

（存置）

存
置

１８

４ ３

窯室

（　注記　）

図中、記載なき配管配線は下記とする

配線ｻｲｽﾞ記号

ＩＶ１．６×２

ＩＶ１．６×３

ＩＶ１．６×４

ＩＶ１．６×５

（１９）

（１９）

（２５）

（２５）

改修内容

１．

ＩＶ２．０×２

ＩＶ２．０×２　Ｅ２．０

（１９）

（１９）

（２５）ＩＶ１．６×６

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

存置 既設配管配線　再使用 存置

撤去機器については撤去機器リスト参照のこと。

この撤去平面図は、解体対象の設備について特に留意すべき所要部分

のみを記載しているものである。図面に記載されていないが、一般的に

建築物・設備に付属している諸設備については撤去を行い、適切に処分

すること。

撤去工事全般

図中、×印は撤去を表す。２．

３．

４．

解体撤去にあたり申請手続きが必要な場合

本工事に必要な官公署、電力会社等への申請手続きは請負者が行い、

その費用は本工事に含む。

各配線、機器の撤去に際し、停電等施設への影響を伴う場合は、事前に

監督職員及び施設管理者と協議を行うこと。

ＰＣＢ含有の疑いがある設備を撤去する場合

保管箱には「ＰＣＢ汚染物」と記したラベルを添付すること。

その他撤去機器については、請負者にて適正に処置すること。

ＰＣＢの有無、台数）を監督員に提出すること。

ＰＣＢ含有が確認された場合は、金属製の箱等に収納し、

監督職員と協議を行い、指示のあった場所へと引き渡すこと。

ＰＣＢ使用の有無を確認し、その全リスト（機器名、型式、

撤去した機器の安定器、コンデンサについては型式・年式により
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ｂ 誘導灯

壁芯

壁芯

EXP.J

EXP.J

壁
芯

壁芯

柱芯

壁芯

壁芯

壁芯

柱芯

柱
芯

壁
芯

柱
芯

柱
芯

壁
芯

柱
芯

壁
芯

壁
芯

柱
芯

ﾎﾟｰﾁ

更衣室

倉庫

縁側

坪庭

窯室

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

柱芯

柱芯

ホール

包括支援ｾﾝﾀｰ

玄関
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6,790

9,800

245

6,490

7,000 4,900 4,900 4,900

910 7,960 7,140

200185

6,585

7,000

24,000

公民館1階平面図　S:1/100

Ｎ

廊下 男子便所

女子便所洗面所

事務室

料理教室床の間和室和室 実習室

（　注記　）

図中、記載なき配管配線は下記とする

配線ｻｲｽﾞ記号

ＩＶ１．６×２

ＩＶ１．６×３

ＩＶ１．６×４

ＩＶ１．６×５

（１９）

（１９）

（２５）

（２５）

改修内容

１．

ＩＶ２．０×２

ＩＶ２．０×２　Ｅ２．０

（１９）

（１９）

（２５）ＩＶ１．６×６

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

存置 既設配管配線　再使用 存置

撤去機器については撤去機器リスト参照のこと。

この撤去平面図は、解体対象の設備について特に留意すべき所要部分

のみを記載しているものである。図面に記載されていないが、一般的に

建築物・設備に付属している諸設備については撤去を行い、適切に処分

すること。

撤去工事全般

図中、×印は撤去を表す。２．

３．

４．

解体撤去にあたり申請手続きが必要な場合

本工事に必要な官公署、電力会社等への申請手続きは請負者が行い、

その費用は本工事に含む。

各配線、機器の撤去に際し、停電等施設への影響を伴う場合は、事前に

監督職員及び施設管理者と協議を行うこと。

ＰＣＢ含有の疑いがある設備を撤去する場合

保管箱には「ＰＣＢ汚染物」と記したラベルを添付すること。

その他撤去機器については、請負者にて適正に処置すること。

ＰＣＢの有無、台数）を監督員に提出すること。

ＰＣＢ含有が確認された場合は、金属製の箱等に収納し、

監督職員と協議を行い、指示のあった場所へと引き渡すこと。

ＰＣＢ使用の有無を確認し、その全リスト（機器名、型式、

撤去した機器の安定器、コンデンサについては型式・年式により

５．

６．

７．

５－１.

５－２．

５－３．

５－４．

⇔

⇒

⇒

Ｃ

Ｂ

Ｃ

ＣＣ

存置

既設電灯分電盤Ｌ－１

誘

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ａａ

ａ

改修内容

撤去

撤去

名称記号

（撤去機器リスト）

ａ 非常照明

誘

非

非

電灯設備（電灯分岐　非常照明･誘導灯）　改修前　１階平面図
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既設防災アンプ

E-35

61【公民館】改修前 １階平面図

一般的に建築物・設備に付属している諸設備については撤去を行い、

適切に処分すること。

所要部分のみを記載しているものである。図面に記載されていないが、

撤去機器については撤去機器リスト参照のこと。

４．

３．

図中、×印は撤去を表す。２．

撤去工事全般

監督職員及び施設管理者と協議を行うこと。

各配線、機器の撤去に際し、停電等施設への影響を伴う場合は、事前に

その費用は本工事に含む。

本工事に必要な官公署、電力会社等への申請手続きは請負者が行い、

解体撤去にあたり申請手続きが必要な場合

６．

５．

この撤去平面図は、撤去対象の設備について特に留意すべき

図中、記載なき配管配線は下記とする。１．

（　注記　）

記号 配線ｻｲｽﾞ 改修内容

配線のみ撤去

【　拡声設備　】

存置 既設配管配線　再使用

配線のみ撤去

【　テレビ共同受信設備　】

５Ｃ－ＢＶＦ（２５）

【　共通　】

ＨＩＶ１．２×３（１９）

既設ＴＶ機器収納函

（改修） ４分配器（ＢＬ）×１

ＵＨＦブースター（ＢＬ）×１

備考名称記号

凡　例
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以降体育館平面図参照
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存置

存
置

存置

存置

存置

存置

存置

存置

存置 存置

存置

一般的に建築物・設備に付属している諸設備については撤去を行い、

適切に処分すること。

所要部分のみを記載しているものである。図面に記載されていないが、

撤去機器については撤去機器リスト参照のこと。

４．

３．

図中、×印は撤去を表す。２．

撤去工事全般

監督職員及び施設管理者と協議を行うこと。

各配線、機器の撤去に際し、停電等施設への影響を伴う場合は、事前に

その費用は本工事に含む。

本工事に必要な官公署、電力会社等への申請手続きは請負者が行い、

解体撤去にあたり申請手続きが必要な場合

６．

５．

この撤去平面図は、撤去対象の設備について特に留意すべき

図中、記載なき配管配線は下記とする。１．

（　注記　）

存置

記号

【　火災報知設備（自動火災報知）　】

既設配管配線　再使用

ＩＶ１．２×２（１９）

ＩＶ１．２×４（１９）

配線ｻｲｽﾞ 改修内容

配線のみ撤去

配線のみ撤去

公民館1階平面図　S:1/100

Ｎ

和室

床の間

実習室料理教室

窯室
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体育館 １階平面図　S:1/100
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【　特記事項　】

１． 既設照明器具撤去後、新設照明器具を取付のこと。

また、記載なき配管配線ついては既設配管配線を再使用のこと。

記載なき照明器具は照明器具姿図を参照のこと。２．
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EM-FCPEE 0.9-1P×3(E25)

調光制御装置新設
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体育館 １階(上部)平面図　S:1/100
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Ｉ×２９

ｱﾘｰﾅ(上部)

非常照明は既存より変更無

EM-FCPEE 0.9-1P×3(E25)

EM-FCPEE 0.9-1P×2(E19)

EM-FCPEE 0.9-1P×1(E19)


